
（参考４）平成２５年度補正予算及び平成２６年度予算案における
生活困窮者自立支援制度関連予算の概要
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所要額：520億円〔事業費：国520億円〕（項）地域福祉推進費 （目）緊急雇用創出事業臨時特例交付金

基金の積み増し
緊急雇用創出基金
〔住まい対策基金〕

各都道府県に造成

補助率：１０／１０ 取り崩して事業を実施

都道府県

市町村

社会福祉法人・ＮＰＯ法人など

・住宅支援給付事業
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に住宅支援給付を支給

・社会的包摂・「絆」再生事業
失業者等の路上生活化防止や生活再建を図るとともに、地域において「絆やつながり」を持ち続けることができるよう、住民ニーズの把握や

見守り等の支援体制の構築など地域支援の仕組みによる社会的包容力の構築を推進するための取り組みを支援する

注：事業により実施主体は異なる

【主な対象事業】

国

・生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業
新制度の施行に向け、実施主体となる自治体の事務処理体制等の整備を進める

・生活福祉資金（特例貸付を含む）相談員等体制整備事業
低所得世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の

促進を図るために必要な相談員等の体制整備を行う

・生活困窮者自立促進支援モデル事業
新たな生活困窮者支援を先行的に実施するモデル事業の実施か所数を拡充し、制度の円滑な実施に向けた体制整備を進める

・自立支援プログラム策定実施推進事業
福祉事務所に就労支援員等を配置するなど生活保護受給者等の自立・就労支援のための福祉事務所の実施体制の強化を図る

雇用と住居を失った低所得者等に対するセーフティネット構築のため、都道府県に造成している「緊急雇用創出事業臨時特例
基金（住まい対策拡充等支援事業分）」の平成26年度末までの終期の延長及び所要額の積み増しを行い、若者等が社会に参
加し、潜在能力を発揮するための社会的包容力の構築を進め、就労支援の強化等による自立の助長や福祉・介護人材の確保
を図るとともに、住宅支援給付の継続やモデル事業の拡充などにより平成27年度に創設予定の新たな生活困窮者自立支援制
度への円滑な移行を進める。

地域社会におけるセーフティネット機能の強化（平成25年度補正予算）
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生活困窮者自立促進支援モデル事業の実施箇所数の拡充

○ 新たな生活困窮者支援制度については、平成27年度から施行予定であることを踏まえ、平成25年度から実
施している「生活困窮者自立促進支援モデル事業」の実施箇所数を大幅に拡充し、全国で先行的にこれらの
取組を展開していくことを通じて、新制度施行に向けた各自治体の体制整備を着実に進める。

【自立相談支援モデル事業】（必須事業）

○ 生活困窮者を早期に把握、早期
に支援

○ 生活困窮者の抱える課題を評価、
分析し、ニーズを把握

○ ニーズに応じた支援が行われる
よう自立支援計画を作成

○ 地域ネットワークの強化など地
域づくり

【就労準備支援モデル事業】（任意事業）
○ 一般就労に必要な知識・技能を習得するため
の生活訓練、社会訓練等を実施。

【「就労訓練事業の推進」モデル事業】（任意事業）
○ 直ちに一般就労が困難な者に対して軽易な作
業の機会を提供する、いわゆる「中間的就労」
の場の育成・確保のための取組を実施。

【家計相談支援モデル事業】（任意事業）
○ 家計収支に関する課題の評価・分析を行い、
家計表の作成など、家計に関するきめの細かい
相談支援を実施。

【学習支援その他地域の実情に応じた事業】（任意事業）

【連携すべき他の施策】
○ 住宅支援給付
○ ハローワークによる就労支援
○ 地域若者サポートステーション 等

【福祉事務所設置自治体】

包
括
的
な
支
援
が
継
続
的
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
実
施

平成25年度においては、
68自治体で実施予定。

（平成25年8月6日現在）

平成27年度には900自治体で一
部の事業の実施が義務付けられる
ことを踏まえ、平成26年度において
は、実施箇所数を大幅に拡充。

【 平成25年度補正予算 緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分） 】115億円（補助率：定額）

実施箇所数の拡充

相談

民間委託可

※ 他の事業も同様
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平成２５年度生活困窮者自立促進支援モデル事業 実施自治体

計 ６８団体 ・道府県 ２１
・指定都市 １０
・中核市 ７
・一般市、区 ３０

（H25.10.1現在）

№ 都道府県 実施主体
開始
時期

就労
準備

就労
訓練

家計 学習 その他 № 都道府県 実施主体
開始
時期

就労
準備

就労
訓練

家計 学習 その他 № 都道府県 実施主体
開始
時期

就労
準備

就労
訓練

家計 学習 その他

1

北海道

北海道 11月 25 富山県 氷見市 1月 ○ 49 鳥取県 鳥取県 10月 ○ ○ ○

2 札幌市 1月 ○ ○ 26 石川県 小松市 4月 50 島根県 島根県 4月 ○ ○ ○ ○

3 旭川市 1月 27 福井県 福井県 11月 ○ ○ ○ 51 岡山県 岡山市 10月 ○ ○ ○

4 釧路市 4月 28 長野県 長野県 4月 52 山口県 山口県 8月 ○ ○ ○ ○

5 岩見沢市 10月 ○ ○ 29 岐阜県 岐阜県 4月 ○ ○ ○ ○ ○ 53 徳島県 徳島県 9月 ○ ○ ○

6 青森県 青森県 10月 30 静岡県 富士宮市 10月 ○ 54 香川県 丸亀市 11月 ○ ○ ○ ○

7
岩手県

岩手県 4月 ○ ○ ○ 31
愛知県

愛知県 10月 55

高知県

高知県 11月

8 花巻市 10月 ○ 32 長久手市 1月 ○ 56 高知市 11月 ○

9 秋田県 湯沢市 10月 ○ ○ 33
三重県

名張市 7月 ○ ○ ○ ○ 57 須崎市 1月

10 山形県 山形市 10月 34 伊賀市 10月 ○ 58 土佐清水市 1月 ○

11 福島県 福島県 11月 35

滋賀県

大津市 1月 ○ ○ 59
福岡県

福岡県 11月 ○

12

千葉県

千葉市 12月 ○ ○ ○ 36 野洲市 4月 ○ ○ 60 福岡市 11月

13 船橋市 4月 37 東近江市 10月 ○ ○ 61 佐賀県 佐賀市 10月 ○ ○ ○

14 柏市 4月 ○ ○ 38

京都府

京都府 4月 ○ 62

熊本県

熊本県 10月

15 野田市 4月 ○ 39 長岡京市 5月 ○ ○ 63 熊本市 11月 ○ ○

16 佐倉市 10月 ○ ○ ○ 40 京丹後市 4月 ○ ○ ○ ○ ○ 64 菊池市 10月 ○

17 香取市 10月 ○ ○ 41

大阪府

大阪府 11月 ○ 65
大分県

大分県 10月 ○ ○ ○

18
東京都

足立区 4月 ○ 42 大阪市 1月 ○ ○ ○ ○ 66 臼杵市 10月 ○ ○ ○ ○

19 国分寺市 1月 ○ 43 豊中市 4月 ○ ○ ○ 67 鹿児島県 日置市 4月 ○

20

神奈川県

神奈川県 12月 44 箕面市 4月 ○ ○ ○ ○ 68 沖縄県 沖縄県
4月
8月

○

21 横浜市
4月
10月

○ ○ 45 柏原市 10月 ○ ○

22 川崎市 12月 ○ ○ 46 藤井寺市 10月

23 相模原市 10月 ○ ○ ○ 47 兵庫県 神戸市 9月 ○

24 新潟県 新潟県 4月 ○ ○ 48 奈良県 奈良市 9月 ○

※ 自立相談支援事業は必須事業として実施
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生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業の創設

○ 新たな生活困窮者支援制度が施行されれば、実施主体となる福祉事務所設置自治体（900自治体）において、
自立相談支援事業等の一部の事業の実施が義務付けられることから、地域における生活困窮者や社会資源
の実態把握、利用手続等に係る事務処理体制の整備など、新制度の施行に向け、一時的に発生する自治体
の事務を支援する。

【福祉事務所設置自治体】

新制度が施行されれば、900
自治体で自立相談支援事業
等の一部の事業の実施が義
務付け。

施
行
に
関
す
る
自
治
体
事
務
負
担
の
増
加

① 関係団体からなる連絡会議を行い、施行に向け
た課題を整理

② 制度利用者向けのわかりやすいパンフレットを
作成・配布

③ 生活困窮者の実態調査を通じて、地域の中で必
要な事業内容、事業量を検討

④ 施行準備に係る事務負担の増加に対応した臨時
雇職員の配置

⑤ 中間的就労事業者開拓員を配置し、民間事業者
に対する説明会や受入希望事業者への個別訪問を
行うことにより、中間的就労事業者の参入を促進。

⑥ その他上記以外で施行準備のために新たに必要
となる費用

次
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
治
体
事
務
の
負
担
を
軽
減

【 平成25年度補正予算 緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分） 】50億円（補助率：定額）
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研
修
実
施
機
関

【生活困窮者自立支援制度人材養成研修のイメージ】

○ 主任相談支援員、相談支援員等職種ごとの研修体系を整備。
○ 平成26年度においては、中央で職種ごとに各１回程度の研
修を実施。

○ 研修内容は、生活困窮者支援の理念や目的、自立相談支援
事業の実施プロセス、生活困窮者に対するアセスメント・プ
ランニング技術などを想定。

生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業

○ 新制度においては、生活困窮者が抱える複合的な課題を的確に評価・分析し、自立支援計画を策定す
るとともに、必要に応じて関係機関とも連携しながら包括的かつ継続的な相談支援を行うほか、地域
における社会資源のネットワークを構築するなど、地域づくりも行うことが必要となる。
○ このため、新制度を円滑に施行し、効果を上げるためには、こうした高い支援技術を有する人材を
全国で確保することが必要であることから、当面、国が計画的に均質な内容の研修を実施することに
より、質の高い人材の確保を進めて行く。

【平成26年度予算案】 38,945千円（本省費）

国委託

【都道府県】

自
立
相
談
支
援
事
業
実
施
予
定
事
業
者

研修受講希望者の取りまとめ研修受講希望者名簿の登録

修了者名簿の登録・管理
修了証の発行

研修受講

【相談支援員等として従事する者】
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生活困窮者自立支援統計システムの調査・設計

○ 現状、生活保護の手前の段階にある生活困窮者の網羅的なデータは存在しないことから、新制度を円滑に
運営するためには、生活困窮者の状況やそれに応じた支援の実施状況、支援効果等を把握し、これらの客観
的なエビデンスを踏まえ、最大限効果的な運用を行っていくことが必要である。
○ このため、制度の実施状況に関して基礎的なデータを把握するための「生活困窮者自立支援統計システム」
を調査・設計を行う。

【平成26年度予算案】 27,720千円（本省費）

【自立相談支援事業者】 【福祉事務所設置自治体】
（900自治体）

【生活困窮者統計システム】 【厚生労働省】

アセスメントシートの
入力

相談者データ作成
相談者データの
精査・取込

自治体・事業者
情報の入力

統計ＤＢ

（統計資料）

データの検索

統計資料作成

相談者の状況や支援内容
など

人口、被保護世帯数など

LGWAN（自治体との専用回線）を
活用したデータのやりとり

Excel形式のアセスメント
シートの入力により、自
動的にデータが作成

年齢別、性別、世帯別等での
追加検索ができるようにする

統計システムの構築を通じて、制
度の実施状況の把握が容易にな
ることにより、実施状況の評価や
迅速な制度改正等が可能に。

【現時点の「生活困窮者自立支援統計システム」のイメージ】
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